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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画の趣旨 

 平成３０年１１月に庁内プロジェクトチームより、本市における学童保育所と放課後子

供教室の運営体制について、事業拡大も踏まえた上での、事業のより効果的・効率的な運

営案にかかる市長への報告が行われました。同報告では、学童保育事業における新たな運

営案として、安定的な事業の継続性を確保しながら、利用する児童の保護者から求められ

ている延長育成を実施するためには、民間活力の導入が考えられるとしています。この報

告を受け、平成３１年度施政方針に基づき、令和元年６月に「今後の東久留米市立学童保

育所の運営方針（案）」を示し、学童保育を利用する保護者への説明やパブリックコメント

を行った上で、同年８月に「今後の東久留米市立学童保育所の運営方針」を策定しました。

この方針では、民間活力の導入により、安定的な事業の継続と延長育成の実施という課題

への対応として民間活力の導入や、放課後児童支援員の資格要件の見直しなどが示されて

います。 

こうした運営方針を踏まえ、学童保育所への民間活力の導入に向けた具体的な行動計画

を示す「東久留米市立学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画（以下、「本計画」とい

います。）」を策定しました。 

 

本計画を策定するにあたっては、次の事項を基本的な考え方としています。 

①放課後児童健全育成事業は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第２項

に基づき、小学校（以下、「学校」という。）に就学している子ども（特別支援学校の小

学部の子どもを含む。以下、同じ。）であって、その保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場

を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業であるこ

と。 

②放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブ（学童保育）は、児童の権利

に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進すること

に努めること。 

③放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブ（学童保育）は、学校や地域

の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、

その家庭の子育てを支援する役割を担うこと。 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、「東久留米市財政健全経営計画（実行プラン）」に示された「学童保育所と放

課後子供教室の運営体制の確立」を具現化するとともに、「今後の東久留米市立学童保育所
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の運営方針」に基づく実施計画として位置付けます。 

 

３ 計画の期間 

 本計画の計画期間は、令和４年度までとし、必要に応じて見直しを行っていくこととし

ます。 

 

 

第２章 民間活力の導入について 

１ 民間活力の導入に向けた基本的な考え方 

 市立学童保育所の運営を担う嘱託員の採用をめぐっては、労働力不足などを背景に、今

後も困難な状況が見込まれるなか、将来に向かって安定的な事業の継続をどのように図る

かということ、また、利用者から一定のニーズがある延長育成の実施に至っていないとい

う課題にどのように対応していくかが問われています。 

この課題の解決に向けては、担い手の確保が難しいこともあり、直営による対応が困難

な状況です。そのため、民間活力を導入することで、事業者の多様な人材確保策の中で、

民間のノウハウを活かした人員体制が整えられ、安定的な事業の継続及び延長育成の実施

という課題に対応することができます。 

 民間活力を導入するにあたっては、学童保育所の施設管理や学童保育所費の徴収を引き

続き市が行っていく方針であることから、業務委託の方式をとります。 

委託事業者の選定は、公募型プロポーザルにより行います。地方公共団体における物品

又は役務の調達は、原則として競争入札により行うこととされています。しかし、専門性

が高い調査業務などを委託する場合には、単に価格が安い事業者等と契約したのでは、期

待した結果が得られない可能性もあります。プロポーザル方式は、こうした場合に複数の

事業者等から対象の業務に対する新たな発想や課題の解決方法などについて提案書の提出

を求め、これを実績、専門性、技術力、創造性等価格以外の要素も含めて審査することに

より、委託業務等の履行に最も適した契約の相手方を特定する方式です。これにより特定

した事業者等と協議・調整の上で仕様書を作成し、随意契約を締結していくこととなりま

す。 

事業者を選定する過程において、学童保育所の運営実績、財務状況、職員の育成・教育

及び研修体制などを厳正に審査し、学童保育の質の担保をしていきます。 

事業者選定にあたっては、庁内に審査委員会を設置し、委員には外部の学識経験者等を

委員に加え、審査を行います。 

なお、２校で導入する業務委託は、複数の学童保育所を同一の事業者が運営することに

よって、スケールメリットによるコストの削減が見込めることから、同一の事業者による
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ものとします。運営にあたっては、東久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例に基づき、支援の単位として、おおむね４０人ごとに２人の放課

後児童支援員を配置するものとします。ただし、その１人を除き、補助員（放課後児童支

援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者）をもってこれに代えることがで

きます。また、幅広い人材の活用の観点から、国の基準に合わせた資格要件（別紙１参照）

を適用します。 

事業者の選定においては、厚生労働省が示す「放課後児童クラブ運営指針」に基づき、

事業者から研修計画について提案を求め、研修計画や研修内容を考慮して選定を行ってい

きます。 

また、研修の実施状況については、提出された研修計画の履行状況について確認してい

きます。このような取り組みをとおして、研修の充実を図り、民間事業者の職員の資質向

上に努めていきます。 

 引継ぎには、施設の責任者となる職員などが、２月より勤務予定の学童保育所に来て行

います。引継ぎの内容は、学童保育所の年間行事予定・月間予定の確認、平日・土曜日・

学校休業日の１日の流れの確認、災害時・緊急時の対応や避難経路の確認、施設・設備の

日常の安全点検についての確認、学校などの関係機関との連携及び状況共有体制の確認、

育成日誌・育成記録や報告書等の書類作成についての確認などを行います。３月において

も施設の責任者となる職員などが引継ぎを行いながら、月の後半には、４月から勤務する

こととなる職員が、勤務予定の学童保育所に赴き、児童との顔合わせを行うことを予定し

ています。このように、現行の運営状況を確認する機会を設けながら、民間のノウハウも

活かした業務の引継ぎを行っていきます。 

 

 

２ 民間活力の導入計画 

（１）導入時期について 

 令和２年４月 

 

（２）導入校区・学童保育所について 

 ・第六小学校区 金山学童保育所 

 ・第九小学校区 くぬぎ第一・第二学童保育所 

 

民間活力を導入する２校の選定にあたっては、令和元年８月１日時点で待機児童が生じ

ている学童保育所（第二小学校区、第三小学校区、第五小学校区、南町小学校区）では、

その対応を優先することとし、また、下里小学校の閉校に伴い児童を受け入れる、第七小
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学校区と第十小学校区の学童保育所は、児童を取り巻く環境の変化が大きいことから、選

定の対象からは除くこととしました。そのうえで、アンケート調査（別紙２参照）におけ

る要望状況や実施した場合の効果を勘案し、第六小学校区の金山学童保育所と第九小学校

区のくぬぎ第一・第二学童保育所において業務委託を行うこととしました。 

なお、その他の学童保育所への対応については、業務委託による運営状況や学童保育を

取り巻く状況を考慮しながら業務委託の拡大等について検討していきます。 

 

 

（３）業務委託経費について 

業務委託経費については、２校区の合計額で令和２年度から令和４年度の３年間で２億

４，０８２万８千円と見込んでいます。 

業務委託を行う２校区における現行運営費は、平成３０年度決算額では６，００１万７

千円で、これをベースに３年間でみると、１億８，００５万１千円になります。これに、

令和２年度からの会計年度任用職員制度の導入に伴い段階的な期末手当の支給が始まるこ

とから、この額を含めると、令和２年度が６，５７１万４千円、令和３年度が６，７９６

万８千円、令和４年度が７，０３０万２千円と３年間で２億３９８万４千円となる見込み

です。 

また、現行の体制で延長育成を実施するには、嘱託員４名を配置しなければならないこ

とから、その人件費は、令和２年度が１，２４４万６千円、令和３年度が１，２９７万４

千円、令和４年度が１，３５２万円と３年間で３，８９４万円が必要になります。これら

の経費をすべて合算すると３年間で２億４，２９２万４千円となる見込みであります。 

（参考）財政シミュレーション                    （単位：千円） 

年 度 

現在の運営経費 

（平成30年度決算

額）に基づく額 

会計年度任用 

職員制度増額 

分を含めた額 

延長育成実施に

係る増額分を 

含めた額 Ａ 

業務委託経費 

 

     Ｂ 

比較額 

 

Ａ－Ｂ 

令和 2年度 60,017 65,714 78,160 80,276 △2,116 

令和 3年度 60,017 67,968 80,942 80,276 666 

令和 4年度 60,017 70,302 83,822 80,276 3,546 

3年間計 180,051 203,984 242,924 240,828 2,096 

※現行運営費（平成３０年度決算額）には、賄材料費や光熱水費など引き続き市の経費と

なるものは除いています。 

※業務委託経費については、３年間分の見込み額に基づいて、各年度に割り振っています。 
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３ 業務委託内容 

（１）施設概要 

 ・金山学童保育所 

   受け入れ可能児童数（定員を超える場合あり） 

金山学童保育所所舎 定員６０名 

特別教室等 定員３０名 

 ・くぬぎ第一・第二学童保育所 

受け入れ可能児童数（定員を超える場合あり） 

    くぬぎ第一学童保育所所舎 定員４５名 

くぬぎ第二学童保育所所舎 定員４５名 

    特別教室等 定員３０名 

 

（２）育成時間 

 ・登校日（平日／月曜から金曜日） 下校時～午後６時 

 ・学校休業日 

（小学校の三季休業期間、学校行事の振替休業日等） 午前８時１５分～午後６時 

  （土曜日） 午前８時１５分～午後４時１５分 

 

（３）延長育成時間 

・登校日（平日／月曜から金曜日） 午後６時～午後７時 

 ・学校休業日 

（小学校の三季休業期間、学校行事の振替休業日等 午後６時～午後７時 

  （土曜日） 午後４時１５分～午後６時 

 

（４）休業日 

日曜日、国民の祝日、１２月２９日から１月３日の年末年始および市長が特に必要と

認めた日 

 

（５）業務委託の概要 

  業務委託においては、関係法令、放課後児童クラブ運営指針、東久留米市学童保育所

運営マニュアル等に基づいて、下記の業務を行います。 

 ・児童への対応 

  ①児童来所前の準備及び児童の来所から帰宅までの育成支援に関すること 

    児童来所前の活動場所の清掃・点検・整備、活動場所の環境の点検・整備 
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  ②児童の遊び及び生活指導、健康管理及び安全確保に関すること 

    遊具や教材の点検・整備、児童の体調不良・緊急時の保護者への連絡、遊びや生

活全般についての共有ルールの周知、児童の遊びの援助・指導、児童の遊びにおけ

る体調管理及び安全確保 

  ③教材の提供に関すること 

    教材の購入・提供、遊び方等の共有ルールの周知 

  ④児童名簿等、個人情報の適正な管理に関すること 

    個人情報の適正管理、取得した情報の適正管理 

  ⑤関連機関との連携に関すること 

    虐待や養育、発達障害支援等の課題の発見、市への報告・相談、子ども家庭支援

センター等の関係機関との連携 

  ⑥児童及び児童の家庭状況等の把握に関すること 

    児童の個別状況（来所時間・帰宅時間、健康状態、アレルギー、配慮点、兄弟・

友達関係、家庭状況、緊急連絡先、保護者要望等）の把握・対応 

  ⑦特別な支援が必要な児童に関すること 

    児童の遊び、生活指導、健康管理及び安全確保に関する必要な対応 

  ⑧おやつの提供に関すること 

    おやつの購入・提供、食育指導、アレルギー対応の実施、水分補給のための飲み

物の提供、食品・食器等の衛生的管理 

  ⑨児童出欠表の作成及び報告、出欠及び入退室時間の管理に関すること 

    出席の確認、出欠表の作成・管理、来所時間・帰宅時間の管理 

 ・保護者への対応 

  ①保護者への情報提供に関すること 

    おたより等による必要な情報提供、支援サービスに関する情報提供 

  ②新規利用者に対する説明に関すること 

    資料作成、利用方法の説明、新年度利用開始保護者に対する対応 

  ③保護者からの相談に関すること 

    保護者からの相談対応、市への報告・相談、関係機関へのつなぎ 

  ④保護者との関係づくりに関すること 

    行事等への参加・協力依頼 

  ⑤保護者との連絡に関すること 

    連絡帳の確認、必要事項の記載 

  ⑥個人面談に関すること 

    個人面談の実施、面談内容の記録、市への報告 
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  ⑦保護者会に関すること 

    保護者会の開催及び記録作成 

  ⑧父母会に関すること 

    父母会との情報交換、連携 

 ・行事・活動 

  ①行事の企画及び実施に関すること 

    学童行事の企画・実施、進行管理 

 ・関連機関との連携 

  ①学校との連絡、調整、連携に関すること 

    地震、災害時における連携、学校行事の見学、必要に応じた情報交換 

  ②関連機関との連携に関すること 

    子ども家庭支援センター等との情報交換・連携 

 ・危機管理 

  ①日常的施設運営に関すること 

    児童の活動場所の日常点検の実施、破損等不具合を発見した場合の市への連絡、

応急措置、施設の施錠管理 

  ②事故・事件等の発生に対する事前対策 

    不審者情報の提供・収受、必要な注意喚起、救急薬品の点検・補充管理、医療機

関等の把握、防災・防犯訓練の計画及び実施、近隣や地域の把握 

  ③事故・災害発生後の対応 

    事故発生時の保護者・市への連絡、応急処置、医療機関への受診、保護者対応、

保険等の手続きに関すること、保護者への迎えの要請、市、警察、消防等関連機関

への通報、事故報告書の作成、市への提出、光化学スモッグ発生時の対応、災害や

事件発生時等の見守り 

 ・その他 

  ①おたより等の発行に関すること 

    学童のおたよりの作成・発行・配布 

  ②市の職員との連絡、調整及び情報提供に関すること 

    市との情報交換の実施 

  ③環境負荷の軽減に関すること 

    光熱水費・紙等の使用節制、リサイクル品の活用 

  ④日常清掃業務等、施設の衛生管理に関すること 

    学童保育所内外、トイレ等の清掃、廃棄物の適切な処理 

  ⑤備品に関すること 
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    学童保育所の備品の適切な管理 

  ⑥市への業務報告及び提出に関すること 

    業務日誌の作成・提出、月間業務報告書の作成・提出、職員月間勤務計画の作成・

提出、鍵の管理、使用責任者・借用書の提出 

 

 

４ 延長育成料 

 延長育成料については、今後の東久留米市立学童保育所の運営方針に基づき、他市にお

ける実施状況なども考慮した上で、次の表のとおりとします。 

区 分 金額（利用者１人につき） 

月  額 ２，０００円 

日  額（１回） ４００円 

多摩２６市において延長育成を実施している２２市の実施状況は、月額２，０００円と

定める市が最も多くあることから、月額については、２，０００円とします。日額につい

ては、月額２，０００円と定める市の平均が約４００円であることから、４００円としま

す。なお、本市においては、平日と土曜日の延長育成の時間が異なりますが、日額は、１

日（１回）単位で４００円の設定となります。 

また、減免については、学童保育所費の減免と同様に適用します。 

 

（参考 延長育成料の減免） 

区  分 
減免後の１人あたりの延長育成料 

１人目 ２人目 ３人目以降 

生活保護世帯 免除 免除 免除 

市民税非課税世帯 免除 免除 免除 

市民税均等割額のみ課税世帯 月額 660円 

日額 130円 

月額 330円 

日額 60円 
免除 

上記以外の課税世帯 月額 2,000円 

日額 400円 

月額 1,000円 

日額 200円 
免除 
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別紙１ 

放課後児童支援員の国基準の資格要件 

 

①保育士（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の四第五項に規定

する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業

実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を有する者 

②社会福祉士の資格を有する者 

③学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭

和十八年勅令第三十六号）による中等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、

同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程によ

る十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した

者（第九号において「高等学校卒業者等」という。）であって、二年以上児童福祉事業に

従事したもの 

④教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条に規定する免許状を有する者 

⑤学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を

含む。）において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修

する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑥学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を

修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者 

⑦学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑧外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を

専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑨高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従

事した者であって、市町村長が適当と認めたもの 

⑩五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの 

 


